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第 9 回新株予約権の行使価額および割当株式数の調整に関するお知らせ 

 

当社が平成 24 年 2 月 24 日に発行した「アジア・アライアンス・ホールディングス株式会社 第 9 回新株予

約権」（以下、「第 9 回新株予約権」といいます。）につきまして、行使価額および割当株式数（新株予約権 1
個当たりの目的である株式の数）の調整を行うことになりましたので、下記の通りお知らせいたします。 
 

記 

 

１．行使価額の調整 
調整前行使価額 調整後行使価額 

15 円 14 円 
 

２．割当株式数（新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数）の調整 
調整前割当株式数 調整後割当株式数 

1,000 株 1,071 株 
 

３．調整後行使価額および調整後割当株式数の適用日 
平成 27 年 2 月 26 日以降 

 
４．調整を行う理由 

平成 27 年 2 月 18 日開催の当社臨時株主総会にて承認され、同 2 月 25 日に発行された当社新株式の発

行価額および「アジア・アライアンス・ホールディングス株式会社 第 10 回新株予約権」の行使価額が、

いずれも第 9 回新株予約権の発行要項における行使価額および割当株式数の調整条項に規定される時価を

下回るため、当該調整条項に基づき、第 9 回新株予約権の行使価額および割当株式数の調整を行うもので

あります。 
 
 

以 上 


